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利用者の利用中止解除
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利用者電子証明書の失効・再発行

ご
利
用
開
始
後
の
そ
の
他
の
操
作
〈
管
理
者
編
〉

「利用者･業務情報登録/変更」をクリックして
ください。 
 
 

「利用者情報登録/変更」をクリックしてください。 

 
利用者情報選択の画面が表示されます。 
利用中止状態を解除する利用者を選択してく
ださい。 
※利用中止状態の場合、左の表の「利用中止」欄は
「○」の表示になります。

 
契約法人確認暗証番号を入力してください。 
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。
 
 

「利用中止解除」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 

で選択した利用者の利用中止が解除された
状態で、利用者情報選択の画面が表示されます。
※利用中止状態が解除された場合、左の表の「利用

中止」は「−」の表示になります。

「利用者･業務情報登録/変更」をクリックして
ください。 
 
 

「利用者情報登録/変更」をクリックしてください。
 
 
利用者情報選択の画面が表示されます。 
電子証明書を失効・再発行する利用者を選択し
てください。 
 
 

「変更」をクリックしてください。 
 
 
 

利用者情報変更の画面が表示されます。 
利用者電子証明書情報の「現在の電子証明書を
失効し、再発行する」をクリックし、チェックを
付けてください。 
 
 
画面最下部の契約法人確認暗証番号を入力し
てください。 
※ 「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。
 
 
変更をクリックしてください。 
利用者情報選択の画面にて、利用者の電子証明
書欄に"○"が表示されるのを確認してくださ
い。利用者電子証明書の失効・再発行は完了と
なります。新たに利用者電子証明書の取得を
行ってください。 
 
※ 利用者電子証明書の取得方法については、P24 

を参照してください。
※ 利用者電子証明書取得時に 部分に記載され

ている「利用者ID」が必要になりますので、お手元
にお控えください。

利用者暗証番号・利用者確認暗証番号の入力誤りが、規定回数に達すると利用中止状態になります。
（入力誤りの回数は累積となります。ログオンに成功すると、累積された回数は0（ゼロ）になります。）
管理者メニューから下記の操作を行い、利用中止状態を解除してください。

パソコンを入れ替える際などには、利用者電子証明書の失効・再発行をする必要があります。 
管理者メニューから下記の操作を行ってください。 
※管理者の電子証明書を再発行するには、窓口での書類手続きが必要になります。


